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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年３月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年８月２日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 広島県尾道市細
ほそ

島北方沖 

尾道
おのみち

糸崎
いとざき

港松
まつ

浜
はま

東防波堤灯台から真方位０９４°１.０４海里

（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２２.９′ 東経１３３°０８.０′） 

事故の概要 油タンカー第二和光
わ こ う

丸は、錨泊中、砂利採取運搬船第六幸
こう

徳
とく

丸は、

北西進中、両船が衝突した。 

第二和光丸は、右舷中央部外板に破口等を生じ、また、第六幸徳丸

は船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和３年８月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第二和光丸、２,０１８トン 

１４１７２１、平和海運株式会社（Ａ社） 

８９.５６ｍ×１４.６０ｍ×６.７０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,４２７kＷ、平成２４年６月 

Ｂ 砂利採取運搬船 第六幸徳丸、４８０トン 

１２９０９７、前田海運株式会社（Ｂ社） 

６５.００ｍ×１３.２０ｍ×６.８０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３６Ｗ、昭和６２年７月３１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６９歳 

   三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成９年３月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１１月１０日 

    免状有効期間満了日 令和４年３月３日 

Ｂ 船長Ｂ ４６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成９年８月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年５月１２日 

    免状有効期間満了日 令和４年５月１１日 

  航海士Ｂ ２５歳 
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   五級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 令和３年５月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 令和３年５月１２日 

    免状有効期間満了日 令和８年５月１１日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に破口及び擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破口、左舷船首部外板に擦過傷 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、空船で、令和３年８月１日１

５時３０分ごろ、細島北方沖において、左舷錨を投下して錨鎖を４節

半伸出し、錨泊中を示す形象物を表示して、錨泊した。 

Ａ船は、船首を北北西方に向け、船長Ａは、自室で休息していたと

ころ、０５時１０分ごろ衝撃を感じ、船橋に上がったところ、Ｂ船が

Ａ船に衝突したことを知った。 

船長Ａは、０５時１５分ごろ海上保安庁に本事故発生をＶＨＦ無線

で通報した後、損傷状況の調査を行ったうえ、Ａ社に携帯電話で連絡

をした。 

Ａ船は、揚錨し、自力で航行して造船所に入渠し修理を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、空船で、１日２２時２０分ご

ろ、愛媛県今治市宮浦港に向けて兵庫県姫路市家島港を出港した。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが、２日０３時３０分ごろ、香川県六
む

島南方沖に

おいて前直の船長から交替し、ＧＰＳプロッターの画面が重 畳
ちょうじょう

され

たレーダーを１.５Ｍレンジで作動させ、自動操舵により約１０ノッ

ト（kn）の対地速力で航行した。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが、広島県布刈
め か り

瀬戸を北西進して尾道市因島大橋

を通過したころ、あくびが出るなど眠気を感じ始めたが、短時間で変

針予定なので、居眠りすることはないと思い、尾道市向
むかい

島布刈
め か り

鼻南

西方沖付近で、針路を尾道市岩子
い わ し

島と細島の中央に向け北西進した。 

航海士Ｂは、針路を定めたころ、レーダーと目視でＡ船を視認した

が、操縦盤の前に立って両肘をついたまま見張りを行っていたとこ

ろ、岩子島南西方沖での記憶を最後に、いつしか居眠りに陥った。 

 Ｂ船は、航海士Ｂが衝突直前にＡ船に気付き、自動操舵のダイヤル

を左に回したが、Ｂ船の船首がＡ船の右舷中央部に衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船の損傷状況を確認した後、本事故発生の海

上保安庁への通報やＢ社への連絡をした後、自力で航行して、広島県

広島市の造船所に、入渠して修理を行った。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、海上が穏やかで視界も良かったことや本事故発生場所付近

は船舶が輻輳
ふくそう

する海域でもなかったので、停泊当直者を配置していな
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かった。 

 Ｂ船に設置されていた船橋航海当直警報装置（以下「本件装置」と

いう。）は、設定した休止時間（３～１２分）内に人体の動作を感知

されないかリセットスイッチを押されないと警報が鳴り、更に１２秒

間警報が解除されないと船員室でも警報が鳴る仕組みとなっていた。 

本件装置は、休止時間を１０分間に設定していた。 

 船長Ｂは、本事故後、本件装置の動作確認を行い、正常に作動する

ことを確認した。 

 航海士Ｂは、７月３１日２１時ごろ家島港に入港後、家島の航海士

Ｂの親族宅で出港前まで休息していた。 

 航海士Ｂは、ふだんは、眠気を感じたときは、船橋内を動き回った

り外気に当たったりしていたが、因島大橋の南東方沖で、他船を右舷

対右舷で避航した後は、海上が穏やかで視界も良かったことや付近を

航行する他船がいなかったこと、また、変針点も近かったので、まさ

か居眠りすることはあるまいと思い、居眠り防止策をとらずに居眠り

してしまったと本事故後に思った。 

 航海士Ｂは、針路を定めた後に居眠りに陥り、本件装置の設定時間

の１０分以内にＢ船がＡ船に衝突したと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、細島北方沖で錨泊中、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、細島北方沖を北西進中、単独で船橋当直中の航海士Ｂが居

眠りに陥り、予定の変針点を左転せずに航過し、錨泊中のＡ船に向か

う針路で航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ｂは、周囲に航行に支障となる船舶を見掛けなかったこと、

変針点も近かったこと及び操縦盤の前に立って両肘をついた姿勢で、

自動操舵で船橋当直に当たっていたことから、覚醒水準が低下して居

眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、細島北方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が北西

進中、単独で船橋当直中の航海士Ｂが居眠りに陥り、予定の変針点を

左転せずに航過し、錨泊中のＡ船に向かう針路で航行を続けたため、

Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ｂ社は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

・本件装置の休止時間を３分間とした。 

・船橋当直者を２人体制とすることとした。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船橋当直者は、定期的に身体を動かしたり、外気に当たったりす
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るなどして居眠り運航を防止する措置を採ること。 

・本件装置は、航行する海域に応じて、休止時間を可能な限り短く

設定するなどしてその機能を発揮できるよう適切に運用するこ

と。 
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付図１ 航行経路図 

 
 

 

 

 

Ｂ船（航海士Ｂ） 

 ① 他船を右舷対右舷で避航した。 

 ② あくびが出るなど眠気を感じ始めた。 

 ③ 自動操舵に切り替えたころ、相手船を目視とレーダーで認めた。 

 ④ この付近まで記憶があった。 

 ⑤ 変針予定場所 

 

香川県 

事故発生場所 

（令和３年８月２日 

０５時１０分ごろ発生） 
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尾道糸崎港松浜東防波堤灯台 
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Ａ船 

（錨泊中） 


